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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　運動センサを用いてセンサデバイスを制御する装置であって、前記装置が、
　少なくとも１つの所定のジェスチャを検出するため、前記運動センサの加速度出力を評
価するジェスチャ検出器と、
　前記ジェスチャ検出器の検出出力に基づき、前記センサデバイスの機能的動作を制御す
るデバイスコントローラと、
を有し、前記ジェスチャ検出器が、
　前記加速度出力から少なくとも１つの１次元信号要素を得て、バックグラウンドレベル
を推定し、前記１次元信号要素が第１の閾値を越える場合、かつ前記バックグラウンドレ
ベルが第２の閾値以下である場合、候補タップを検出すること、
　フレームベースで前記加速度出力の加速度サンプルを分析し、フレームに含まれる参照
ベクトルを決定し、及び前記参照ベクトルと加速度サンプルのシリーズとの間の角度が、
少なくとも第１の所定の数のサンプルに関して第１の閾値からある範囲内にあり、その後
、少なくとも第２の所定の数のサンプルに関して第２の閾値以下にあり、その後、第３の
所定の数のサンプルに関して第３の閾値内にあり、これは、総持続時間である第４の所定
の数のサンプルの前に起こる、場合に、ターンジェスチャを検出すること、
の少なくとも１つを実行する、
装置。
【請求項２】
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　前記ジェスチャ検出器が、前記１次元信号要素を得るため、前記加速度出力を事前フィ
ルタリングし、前記候補タップが所定のシーケンスに現れる場合、タップ検出イベントを
決定するよう構成される、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記ジェスチャ検出器が、相補型メディアンフィルタを用いることにより、前記加速度
出力を事前フィルタリングするよう構成される、請求項２に記載の装置。
【請求項４】
　前記ジェスチャ検出器が、適応型メディアンフィルタを用いることにより、前記バック
グラウンドレベルを推定するよう構成される、請求項１に記載の装置。
【請求項５】
　前記ジェスチャ検出器が、前記バックグラウンドレベルの最大が第３の閾値を越えるか
をテストすることにより、前記候補タップを検出するよう構成される、請求項１に記載の
装置。
【請求項６】
　体センサデバイスであって、
　前記体センサデバイスの加速度を検出する慣性センサと、
　請求項１に記載の装置とを有する、体センサデバイス。
【請求項７】
　運動センサを用いるセンサデバイスを制御する方法において、前記方法が、
　少なくとも１つの所定のジェスチャを検出するため、前記運動センサの加速度出力を評
価するステップと、
　前記少なくとも１つの所定のジェスチャの検出に基づき、前記センサデバイスの機能的
動作を制御するステップと、
を有し、前記評価するステップが、
　前記運動センサの３次元加速度出力の３つの加速度要素の各々を観測し、所定の正及び
負の閾値と前記加速度要素とを比較し、少なくとも１つの前記加速度要素に対して、前記
加速度が、前記正の閾値及び負の閾値を、交互する順序で、最大持続時間内に、最小回数
横断する場合に、振動検出イベントを決定すること、
　前記加速度出力から少なくとも１つの１次元信号要素を得て、バックグラウンドレベル
を推定し、前記１次元信号要素が第１の閾値を越える場合、かつ前記バックグラウンドレ
ベルが第２の閾値以下である場合、候補タップを検出すること、
　フレームベースで前記加速度出力の加速度サンプルを分析し、フレームに含まれる参照
ベクトルを決定し、及び前記参照ベクトルと加速度サンプルのシリーズとの間の角度が、
少なくとも第１の所定の数のサンプルに関して第１の閾値からある範囲内にあり、その後
、少なくとも第２の所定の数のサンプルに関して第２の閾値以下にあり、その後、第３の
所定の数のサンプルに関して第３の閾値内にあり、これは、総持続時間である第４の所定
の数のサンプルの前に起こる、場合に、ターンジェスチャを検出すること、
の少なくとも１つを有する、
方法。
【請求項８】
　前記評価するステップが、前記１次元信号要素を得るため、前記加速度出力を事前フィ
ルタリングするステップと、前記候補タップが、所定のシーケンスにおいて現れる場合、
タップ検出イベントを決定するステップとを有する、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　コンピュータで実行されるとき、請求項７に記載の方法のステップを生成するコード手
段を有するコンピュータプログラム。
【請求項１０】
　少なくとも１つの所定のジェスチャを検出するため、運動センサの加速度出力を評価す
るジェスチャ検出器において、
　前記加速度出力から少なくとも１つの１次元信号要素を得て、バックグラウンドレベル
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を推定し、前記１次元信号要素が第１の閾値を越える場合、かつ前記バックグラウンドレ
ベルが第２の閾値以下である場合、候補タップを検出すること、
　フレームベースで前記加速度出力の加速度サンプルを分析し、フレームに含まれる参照
ベクトルを決定し、及び前記参照ベクトルと加速度サンプルのシリーズとの間の角度が、
少なくとも第１の所定の数のサンプルに関して第１の閾値からある範囲内にあり、その後
、少なくとも第２の所定の数のサンプルに関して第２の閾値以下にあり、その後、第３の
所定の数のサンプルに関して第３の閾値内にあり、これは、総持続時間である第４の所定
の数のサンプルの前に起こる、場合に、ターンジェスチャを検出すること、
の少なくとも１つを実行する、ジェスチャ検出器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、生体徴候を監視するのに使用される体センサの動作を制御する装置及び方法
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　埋め込まれたマイクロコントローラ、安価な小型センサ及び無線ネットワーク技術の進
化によって、医療用途において無線センサネットワークを用いることについての関心が高
まっている。例えば、生命徴候のリアルタイムで連続的な監視が必要とされるとき、無線
センサネットワークは、入院前及び外来の救急ケアに関する高価でわずらわしい有線デバ
イスを置換することができる。更に、体上に又は体付近に低出力無線デバイスを配置する
ことにより体センサネットワークが形成されることができる。これは、生理的データの長
期の監視を可能にする。
【０００３】
　個人緊急応答システム（ＰＥＲＳ）が提供される。ここでは、ユーザは、援助を要求す
るためにボタン（ＰＨＢ－個人ヘルプボタン）を用いることができる。ボタンが押された
後、ＰＥＲＳサービスオペレータのヘルプセンターが、ユーザを支援することができるよ
う、無線電話接続が世話をする。近年では、転倒検出器、即ち加速度計を含むことができ
る無線センサがＰＨＢに加えられた。その結果、支援要求は、明確なボタン押圧を必要と
することなく実行されることができる。
【０００４】
　更に、慢性疾患を持つ高齢患者及び人々にとって、家庭での無線センサネットワークは
、彼らが家にいる間、医療データを快適に収集することを可能にする。従って、病院滞在
の負担が減らされる。収集されたデータは、ＰＤＡ、携帯電話又はホームコンピュータを
介してインターネット上へ渡されることができる。ケア提供者は、患者の健康状態に対す
る遠隔アクセスを持つ。これは、長期のリハビリテーション及び特定の物理疾患の早期発
見を容易にする。患者の状態に異常な変化がある場合、介護者は、タイムリーに通知され
ることができ、即時的な治療が提供されることができる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　呼吸レート及び心拍といった生命徴候は、無線接続を用い、かつ新規な検出原理を利用
する新しい世代のセンサにより監視されることができる。新規な検出原理の例は、呼吸レ
ート、心拍又は他の生命徴候を検出する慣性センサ（例えば加速度計）の使用である。一
般に、慣性測定要素は、並進加速度又は角速度を検出する。微小電気機械システム（ＭＥ
ＭＳ）及び他の微細加工技術における進歩は、これらのデバイスのコスト及びサイズを非
常に減らし、それらは、無線及び携帯型プラットフォームに容易に埋め込まれることがで
きる。ジャイロスコープ及び加速度計は、人間の運動を継続的にキャプチャするために用
いられることができる２つの一般的な慣性センサである。無線接続は、患者に対してより
快適さを提供し、動作時の使用を単純化する。患者の利便性のため、センサは、患者の衣
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類の下に取り付けられることができる。しかしながら、これは、センサを作動させる医師
にとっては不便である。なぜなら、物理的に、センサ及びノブを発見するのが困難であり
、社会的に、衣服の下に手を伸ばすことが困難だからである。その上、衛生的な理由から
、センサは、完全に封止され、ノブがないことが好ましい。これは、ユーザ制御の問題を
提起する。無線接続を用いれば、解決することができるが、接続を開始する際の問題を残
す。電力消費制約条件は、可能性のある命令をスキャンするため、無線が継続的にスイッ
チオンにされることを禁止する。
【０００６】
　人間のジェスチャの検出及び分類のため例えば加速度計といった慣性センサを使用する
ことは、ユーザ制御命令（ジェスチャ）及び他の運動（日常生活において発生する患者に
よる運動）の間を信頼高く区別することに関する問題を導入する。例えば、アプリケーシ
ョンノートAN2768：「LIS331 DL 3-axis digital MEMS accelerometer: translates fing
er taps into actions」、ST、June 2008において、タップ検出手順が表される。この手
順は、加速度を検出し、この信号が特定の閾値を越え、所定の時間ウィンドウ内にこの閾
値以下に戻るとき、タップを識別することに基づかれる。類似する態様において、所定の
期間内に閾値のペアが交差することを観測することにより、ダブルタップが検出される。
ここで、各交差は所定の持続時間である。閾値交差及びタイミングがタップを検出するた
めの重要な特徴であるが、実用的な使用で受け入れ可能な低レートの偽陽性（検出手順を
通過することになる類似信号をもたらす非タップ運動）の点では、それらは信頼性が高い
検出を得るのに十分でない。例えば、歩行中にヒールが当たるとき、加速度信号が、短い
持続時間のピークを示すことができ、及び従って、「タップ」の検出を引き起こす可能性
がある。
【０００７】
　本発明の目的は、慣性センサにおいてユーザ制御命令（ジェスチャ）及び他の運動の間
のより信頼性が高い識別を提供することであり、ノブ又はボタン等のない又は少ない簡略
化されたユーザ制御を可能にすることである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　この目的は、請求項１に記載の装置、請求項９に記載の体センサデバイス、請求項１０
に記載の方法、及び請求項１５に記載のコンピュータプログラムにより実現される。
【０００９】
　従って、体センサの検出された加速度は、体センサのユーザ制御に用いられる。これは
、加速度出力又は信号において、患者による他の運動とは無関係である所定のジェスチャ
パターンを検出することにより実現される。これらは、センサ上での／センサと一体のタ
ップ、振動及びセンサのターンを含むことができる。センサが、患者に、可能であれば衣
類の下に取り付けられる間に実行されることができるそうしたタイプの運動が、特に興味
深い。以下、ＰＨＢボタンを押す代わりに、ユーザは、ヘルプのための通話接続を得るの
に、例えばデバイスを振るといった所定のジェスチャを適用することもできる。別のオプ
ションとして、上述したＰＥＲＳ落下検出器は、上記したような生命徴候監視、又は歩行
の安定性といった他の量にまで拡張されることができる。
【００１０】
　提案されたジェスチャ制御の別の利点は、「使いやすさ」又は簡単さである。例として
、センサデバイスが患者でパジャマの下にある場合、看護師は、不便な態様でデバイス上
のボタンを探す必要がない。更に、ヘルプを直ぐに必要とする高齢者が、ボタンを探す必
要もなく、単にセンサデバイスを振ればよい。更に、センサデバイスは、もはやボタンを
必要とせず、より容易に掃除されることができる。第１の側面によれば、上記所定のジェ
スチャが、タップジェスチャであり、上記ジェスチャ検出器は、上記加速度出力から少な
くとも１つの１次元信号要素を得て、バックグラウンドを推定し、上記１次元信号要素が
第１の閾値を越える場合、及び上記バックグラウンドレベルが第２の閾値以下である場合
、候補タップを検出するよう構成される。
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【００１１】
　第１の側面のオプションとして、上記ジェスチャ検出器が、上記１次元信号要素を得る
ため、上記加速度出力を事前フィルタリングし、上記候補タップが所定のシーケンスに現
れる場合、タップ検出イベントを決定するよう構成されることができる。事前フィルタリ
ングは、３次元加速度出力の１つの要素、例えば患者の体に垂直な要素を選択するよう構
成されることができる。別のオプションとして、加速度出力は、すでに１次元でありえる
（即ち、単に１次元加速度センサが、センサデバイスにおいて用いられる）。
【００１２】
　こうして、呼吸、心拍、歩行等の非タップ運動、又は障害物への衝突、センサの落下と
いった偶発的なセンサ運動による多くの偽陽性をもたらすことなく、信頼性の高いタップ
検出のため、加速度検出を再利用することが可能な新しいアルゴリズムが、記載される。
【００１３】
　上記の第１の側面において、上記ジェスチャ検出器がオプションで、相補型メディアン
フィルタを用いることにより、上記加速度出力を事前フィルタリングするよう構成される
ことができる。これにより、加速度信号における小さなピークが、上手に検出されること
ができる。更に、別のオプションによれば、上記ジェスチャ検出器が、適応型メディアン
フィルタを用いることにより、上記バックグラウンドレベルを推定するよう構成されるこ
とができる。これは、誤警報がより長い持続時間の信号のエッジにおいて抑制されること
を確実にする。更に、別のオプションによれば、上記ジェスチャ検出器が、上記バックグ
ラウンドレベルの最大が第３の閾値を越えるかをテストすることにより、上記候補タップ
を検出するよう構成されることができる。これにより、偶発的な衝突は、誤警報をもたら
さない。
【００１４】
　第１の側面と結合されることができる第２の側面によれば、上記所定のジェスチャが、
ターンジェスチャであり、上記ジェスチャ検出器は、フレームベースで上記加速度出力の
加速度サンプルを分析し、フレームに含まれる参照ベクトルを決定し、及び上記参照ベク
トルと加速度サンプルのシリーズとの間の角度が、少なくとも第１の所定の数のサンプル
に関して第１の閾値からある範囲内にあり、その後、少なくとも第２の所定の数のサンプ
ルに関して第２の閾値未満にあり、その後第３の所定の数のサンプルに関して第３の閾値
内にあり、これは、総持続時間である第４の所定の数のサンプルの前に起こる、場合に、
ターンジェスチャを検出するよう構成される。これにより、ターンジェスチャは、確実に
検出されることができ、他のジェスチャと区別されることができる。
【００１５】
　第１及び第２の側面の少なくとも１つと組み合わせられることができる第３の側面によ
れば、上記所定のジェスチャが、振動ジェスチャであり、上記ジェスチャ検出器は、慣性
センサの３次元加速度出力の３つの加速度要素の各々を観測し、所定の正及び負の閾値と
上記加速度要素とを比較し、少なくとも１つの上記加速度要素に対して、上記加速度が、
上記正の閾値及び負の閾値を、交互する順序で、最大持続時間内に、最小回数横断する場
合に、振動検出イベントを決定するよう構成される。これにより、振動ジェスチャは、確
実に検出されることができ、他のジェスチャと区別されることができる。
【００１６】
　更なる本発明の側面において、ノイズ削減を実行するコンピュータプログラムが提供さ
れる。ここでは、コンピュータプログラムは、負荷監視装置を制御するコンピュータで実
行されるとき、上述した方法におけるステップをこの負荷監視装置に実行させるコード手
段を有する。
【００１７】
　上記の装置は、体センサの回路基板に取り付けられることができるハードウェア回路、
単一のチップ又はチップセットとして実現されることができる。チップ又はチップセット
は、プログラム又はソフトウェアルーチンにより制御されるプロセッサを有することがで
きる。
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【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】実施形態による検出手順が実現されることができる体センサの概略的なブロック
ダイヤグラムを示す図である。
【図２】第１の実施形態によるタップ検出手順の概略的なフローダイヤグラムを示す図で
ある。
【図３】第２の実施形態によるターン検出手順の概略的なフローダイヤグラムを示す図で
ある。
【図４】第３の実施形態による振動検出手順の概略的なフローダイヤグラムを示す図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　本発明の好ましい実施形態は、個別の独立項と従属項との任意の組合せとすることもで
きる点を理解されたい。本発明のこれら及び他の側面が、以下に説明される実施形態から
明らかとなり、これらの実施形態を参照して説明されることになる。
【００２０】
　以下の実施形態において、非ジェスチャ運動による多くの偽陽性を導入することなしに
、ジェスチャの信頼性が高い検出のため、加速度検出を再利用することを可能にする、体
センサに関する検出手順が記載される。この手法は、検出されるイベントがまれであり、
多くの比較可能な信号が発生するような状態において、検出手順及び検出器が、まず特異
性、即ち許容可能な誤警報レート（ＦＡ）のために設計され、感度、即ち最大検出確率（
ＰＤ）を可能な限り最大にする。
【００２１】
　基本的に、この問題は、混乱の問題である。任意の運動は、検出されるジェスチャと類
似する信号をもたらす場合がある。この手法は、従って、事実上ＦＡがない検出器及び検
出手順を設計するものであり、受け入れられるジェスチャ運動を定める（制約する）こと
である。これらの運動は、意図された使用シナリオ及びユーザに関して最適化される。結
果として、ユーザは、再びジェスチャを実行する必要がある場合がある。ジェスチャを繰
り返す必要が、まれであり、あまり面倒でない限り、これは許容可能であるように見える
。別の結果は、ジェスチャが認識されるフィードバックのいくつかの形式に関する必要性
である。例えば筐体を通り輝く発光ダイオード（ＬＥＤ）を介して、又はビープ音若しく
は類似する音を放出することができる小さなスピーカを介しての認識である。おそらく、
最初に使うユーザに関して少し訓練することが有用でありえる。その場合、所定のジェス
チャとの（非）一致に関するより詳細なフィードバックが、有効でありえる。
【００２２】
　以下、異なる特有のジェスチャの検出が、３つの例示的で非限定的な実施形態に関連し
て表される。各検出手順は、ジェスチャと、他の任意の運動又はセンサのタッチとを区別
する典型的な特性に基づかれる。タップの典型的な特性は、短い持続時間のピークである
。ターンの典型的な特性は、反対方向に動き、再度戻る重力の方向である。振動の典型的
な特性は、交互する極度な加速度のセットである。
【００２３】
　図１は、第１から第３の実施形態による検出手順が実現されることができる体センサの
概略的なブロック図を示す。体センサは、体センサの運動によりもたらされる加速度を検
出し、アナログ又はデジタル３次元（３Ｄ）加速度信号を出力する少なくとも１つの加速
度センサ１０又は他のタイプの慣性センサを有する。加速度センサ（ＡＣＣ－Ｓ）１０の
出力信号は、監視される所望の生体徴候を検出する又はフィルタリングするよう構成され
る信号処理回路（ＳＰ）２０に供給される。フィルタリングされた生体徴候は、アンテナ
ユニットを介して遠隔受信機ユニット（図示省略）に対して無線で送信されるよう、無線
周波数（ＲＦ）フロントエンド３０に供給される。もちろん、フィルタリングされた生体
徴候は、有線通信を介して遠隔受信機ユニットに送信されることもできる。
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【００２４】
　更に、実施形態によれば、ジェスチャ検出器又は検出ユニット（ＧＤ）４０が提供され
る。これは、加速度センサ１０の出力信号（又は、そのフィルタリングされたバージョン
）を受信し、体センサの動作を制御するのに用いられることができる少なくとも１つの所
定のジェスチャを検出するため、この受信された信号を処理する。これを達成するため、
所望の検出手順又はアルゴリズムを実現するためのプログラム又はソフトウェアルーチン
によりに制御される信号プロセッサとすることができるジェスチャ検出ユニット４０が、
センサ制御回路又はプロセッサ（ＤＣ）５０に制御入力を提供する。例として、例えばダ
ブルタップといった所定のジェスチャの検出が、（ベースステーションでのユーザインタ
フェース（ＵＩ）を用いた）更なる通信（データ転送）又は制御のためのベースステーシ
ョンをサーチするため、無線をスイッチオンすることができる。信号プロセッサ２０、ジ
ェスチャ検出ユニット４０及びセンサ制御プロセッサ５０は、対応するプログラム又はソ
フトウェアルーチンに基づかれる単一のプロセッサ又はコンピュータデバイスにより実現
されることができる。原理上、この計算は、デバイスの外側で実行されることもできる。
即ち、（無線）接続は、raw／部分的に処理されたセンサデータを送信する。
【００２５】
　以下の第１の実施形態において、図１の体センサのジェスチャ検出ユニット４０は、タ
ップ検出機能を具備する。タップの典型的な特性は、加速度信号における短い単離された
スパイクである。タップジェスチャは、体センサに対して指又は手によるダブルタップと
して規定される。体センサは、人間の体に、通常腰に付けられると想定される。人間の体
は、休息状態にある、即ち運動していないと想定される。
【００２６】
　ジェスチャ検出器４０は、短いピークを強調する信号を作成するため、加速度センサ１
０からの加速度計データをフィルタリングするよう構成されることができる。タップとい
ったジェスチャは、短いピークをもたらす唯一の運動ではない。例えば、歩く間ヒールが
当たれば、これも斯かるピークをもたらす。従って、第２の特性は、ジェスチャが他の活
動がない場合に起こり、所望のジェスチャが、所定のシーケンスのイベント（例えば、ダ
ブルタップ）で構成されることである。これらの特性は、使用の自由度を制限するが、誤
警報の拒絶をかなり改良する。
【００２７】
　図２は、第１の実施形態によるタップ検出手順の概略的なフロー図を示す。これは、事
前フィルタリング、バックグラウンドレベル推定、タップ検出及びタップ選択の処理ステ
ップ又はブロックを有する。タップ検出手順は、事前フィルタリングステップＳ１０１を
有する。そこでは、加速度センサ１０の３次元（３Ｄ）加速度信号が、１次元（１Ｄ）信
号へと処理される。その結果、短い持続時間ピークが強調される。すると、後続のステッ
プＳ１０２において、バックグラウンドレベルが、１Ｄ信号から推定される。後続のタッ
プ検出ステップＳ１０３において、バックグラウンドレベルが別の閾値以下であり、１Ｄ
信号が閾値を越える場合、候補タップが検出される。すると、最終的なタップ選択ステッ
プＳ１０４において、残りのタップから、ペアで現れるものが選択され、タップ検出イベ
ントとして特定される。
【００２８】
　従来のタップ検出手順は、閾値を超えるピーク、即ち感度にフォーカスするが、第１の
実施形態に基づき提案されたタップ検出手順は、低いバックグラウンドレベルにおける第
１のテストにより、特異性を提供する。ダブルタップは必要とされる。なぜなら、単一の
タップ状のイベントは、他の活動がなくても起こるからである。任意の設計選択は、トリ
プルタップを受け入れる又は拒絶することになる。例示的な第１の実施形態において、ト
リプルタップの拒絶が選択された。
【００２９】
　タップの、短く、単離された、スパイク状の特性を強調するため、事前フィルタリング
ステップＳ１０１は、非線形フィルタを使用する。メディアンフィルタは、スパイクを抑
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制することが知られている。言い換えると、バックグラウンドの推定が提供される。ピー
ク自体は、推定を上昇させない。反対に、補完的な態様においてメディアンフィルタを適
用することにより、スパイクが見つけ出される。これは、バックグラウンドを抑制する。
【００３０】
　更に、フィルタが用いるウィンドウサイズに基づき、更なる活動に埋め込まれていない
タップイベントから生じるバックグラウンドは、斯かるフィルタにおいて消えることがで
きる。一方、より長い持続時間の運動のバックグラウンドはとどまる。こうして、バック
グラウンドレベルは、最初低いままであるが、運動が長くかかるときより大きな値へとジ
ャンプすることになる。ステップＳ１０２において得られるバックグラウンドレベルにお
ける推定は、活動の持続時間と共に比例して上昇する。こうして、特異性が改善される。
短い持続時間のスパイク状の運動だけが、検出器を通過することができる。この運動は一
般に（ダブル）タップである。
【００３１】
　より詳細には、ステップＳ１０１における事前フィルタリングは、いわゆる相補型メデ
ィアンフィルタから成ることができる。これは例えば、J. Astola及びP. Kuosmanenによ
る「Fundamentals of nonlinear digital filtering」、CRC Press、1997に記載されるよ
うな従来のメディアンフィルタである。しかしながら、フィルタリングされた信号の補数
を返す。補数は、オリジナルの値から（伝統的に）フィルタリングされた値を減算したも
のである。例として、０．５ｓのハーフウィンドウ長が用いられることができる。フィル
タは、３Ｄ加速度信号の３つの要素の各々に対して適用される。すると、フィルタ後、フ
ィルタリングされた信号のＬ１ノルムがとられる。この順序（第１にフィルタ、次にＬ１
ノルム）が、加速度信号における小さなピークの最も大きなブーストを生み出すことが分
かった。また、Ｌ１ノルムは、Ｌ２ノルムより敏感であることが分かった。即ち、Ｌ１ノ
ルムは、Ｌ２ノルムより好適にスパイクを強調する。マンハッタン距離としても知られる
Ｌ１ノルムは、ベクトル要素の絶対的な値の合計である。ユークリッドの距離としても知
られるＬ２ノルムは、ベクトル要素の二乗値の合計の平方根である。
【００３２】
　実装コスト又は他の理由で余地がない場合、この順序は逆転されることができる（第１
にノルム、次に相補型メディアン）ことが予想される。特に、より低いサンプリングレー
トで、固い表面（例えば、テーブル）上でタップする場合、上述の順序はより敏感である
。別のコスト削減は、（区別される）加速度信号の唯一の要素（寸法）を用いることであ
る。例えば、ユーザの体に垂直な要素のみを用いるものである。
【００３３】
　信号のスパイク性を強調する方法は、加速度信号の導関数にフィルタを適用することで
ある。第１の導関数は、「ジャーク」として知られ、第２の導関数は、「スナップ」とし
て知られる（第３及び第４は、「クラックル」及び「ポップ」である）。
【００３４】
　しかしながら、次に表されるステップＳ１０２におけるバックグラウンドレベルの推定
に関して、実験によれば、微分は、特異性を減らすことが明らかになった。目的は、ダブ
ルタップに応じて、バックグラウンドレベルの低い推定が生じ、一方、他の任意の運動の
間、大きな推定が生じることである。微分を用いるときの推定されたバックグラウンドレ
ベルと、（微分されていない）加速度データを用いるときのバックグラウンドレベルとの
間の比は、微分がその目的に対して反対の効果を持つことを示す。ダブルタップのとき、
比は大きい。一方、歩行運動の間、それは低い。従って、バックグラウンドレベルの推定
が関係する限り、（微分されていない）加速度計データが、ステップＳ１０２において用
いられるべきである。
【００３５】
　バックグラウンドレベル・ステップＳ１０２の原理は、バックグラウンド活動の場合に
、タップ検出を抑制することである。前述したように、バックグラウンドレベルは、第２
の非線形フィルタを用いて推定される。それは基本的にメディアンフィルタである。その
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結果、スパイク自体は除去される。こうして、増加及び減少に迅速に従う信号バックグラ
ウンドの公平な推定が得られる。一方、スパイク、特にタップは、この推定されるレベル
には貢献しない。こうして推定されるバックグラウンドレベルが閾値を越える場合、更な
るタップ検出がディスエーブルにされる。例として、１．２ｍ／ｓ２の閾値が用いられる
ことができる。
【００３６】
　従来のメディアンフィルタは、スパイク状の信号のバックグラウンドレベルの推定を提
供する。信号が短い持続時間の場合には、その非線形特性が原因で、低いバックグラウン
ド推定が生じる。これは、有益な効果である。なぜなら、斯かる短い信号は、更にスパイ
ク状であれば、センサをタップしたことが原因である可能性が最も高いからである。しか
しながら、より長い持続時間の信号のエッジにおいて、バックグラウンド推定は、より高
いレベルへと直ちに上昇するものではない。なぜなら、ウィンドウは、非活動的な信号部
分を広く覆うからである。これは、更なるタップ検出手順の抑制を延期することができ、
及び従って、誤警報をもたらす場合がある。
【００３７】
　この問題は、適応型メディアンフィルタを用いることにより解決されることができる。
斯かるフィルタにおいて、例えばH. Hwang及びR.A. Haddadによる「Adaptive median fil
ters - new procedures and results」、IEEE Trans. Image Proc. 4 (4)、499-502、199
5に記載されるように、ウィンドウ長が適応的に選択されることができる。基本的に、ウ
ィンドウサイズは、後続のサブウィンドウからのメディアンのランクオーダーに基づき適
合されることができる。これは例えば、J. Astola及びP. Kuosmanenによる「Fundamental
s of nonlinear digital filtering」、CRC Press、1997に記載されるいわゆる順列フィ
ルタに類似する。これも、時間にわたるランクオーダーに基づき結果を選択する。違いは
、順列フィルタが固定されたサイズのサブウィンドウから選択する点にある。本発明の第
１の実施形態では、ウィンドウサイズは適合される。
【００３８】
　フィルタは、以下のように作動する。第１に、信号における現在のサンプルの周りのウ
ィンドウが、３つのサブウィンドウに分割される。これらのサブウィンドウの各々におけ
るメディアンが計算される。すると、３つの後続のメディアンのランクパターンに基づき
、以下の規則ベースが適用される。
【００３９】
　センターサブウィンドウにわたり計算されるメディアンが、３つのメディアンの最大で
ある場合、センターサブウィンドウのサイズの２倍のサイズのサブウィンドウにわたりメ
ディアンを計算する。
【００４０】
　センターサブウィンドウにわたり計算されるメディアンがその他の２つの間の中間であ
る場合、センターサブウィンドウ及び最大メディアンを保持するサブウィンドウにわたり
メディアンを計算する。
【００４１】
　センターサブウィンドウにわたり計算されるメディアンが３つのメディアンの最小であ
る場合、センターサブウィンドウのメディアンを用いる。
【００４２】
　例として、０．２ｓのハーフウィンドウ長が、サブウィンドウに関して用いられること
ができる。ウィンドウ長は、開始に伴う上昇を改善するよう構成される。一方、（単離さ
れた）タップの場合、低い推定はそのままである。単離されたタップの場合、センターサ
ブウィンドウは、最も大きなメディアンを返す。その結果、規則ベースにより誘導される
２倍のウィンドウ長が、より低いメディアン値をもたらす。従って、バックグラウンドレ
ベルの推定が更に減らされる。より長い活動の開始において、３つのメディアン値が、開
始の方向においてランク付けされ、より強い信号セグメントにわたりメディアンが取られ
る。従って、バックグラウンドレベルのより大きな推定が与えられる。しかしながら、上



(10) JP 6071069 B2 2017.2.1

10

20

30

40

50

記の規則ベースは単に、ウィンドウサイズがどのように適合されることができるかの例を
提供するにすぎない点に留意されたい。例えば、第１の規則において２倍にすることは、
もちろん、ウィンドウサイズを増大するといった他の任意の形式とすることもできる。
【００４３】
　精練は、計算されたバックグラウンドレベルにわたり何らかの形式の平均化を実行する
ことである。例えば、電力レベルｐは、得られたバックグラウンドレベル値ｂから計算さ
れることができ、

となる。ここで、Ｎは、平均化ウィンドウの長さである。
【００４４】
　平均化の場合、バックグラウンドレベルのより簡単な推定が用いられることができる。
例えば従来のメディアンフィルタが用いられる。第１の実施形態において、適応メディア
ンフィルタは、電力レベルの更なる計算なしに用いられることができる。
【００４５】
　バックグラウンド電力推定は、センサによる電力消費を制御するのにも用いられること
ができる。高い電力レベルにおいて、バックグラウンド活動は、センシング測定に対する
ノイズのようにふるまい、正確な推定はより困難である。バッテリー電力は、（バックグ
ラウンドが十分に低くなるまで）これらの測定をディスエーブルにすることにより、セー
ブされることができる。
【００４６】
　タップ検出ステップＳ１０３において、関連付けられる閾値未満にバックグラウンドレ
ベルがある信号のそれらの部分が、第２の閾値を超えるピークに関してテストされる。例
として、７．２ｍ／ｓ２の閾値が用いられることができる。
【００４７】
　ピークは、この第２の閾値以上であるサンプルの連続的な範囲にわたり最大値を持つサ
ンプルである。第２の閾値未満の短い降下が許されるという点で、この範囲は厳密には連
続ではない。例として、０．０９ｓの最大降下持続時間が用いられることができる。タッ
プである場合、この範囲は、短い持続時間であるべきである。しかしながら、これはテス
トされていない。なぜなら、その場合、バックグラウンドレベルは、その閾値を越えるか
らである。
【００４８】
　見つけ出されたピークをタップとして受け入れる前に、オプションの第３の閾値テスト
が実行される。このテストにおいて、見つけ出された範囲にわたるバックグラウンドレベ
ルの最大が、第３の閾値を越えるかがテストされる。例として、０．１ｍ／ｓ２の閾値が
ここで用いられることができる。バックグラウンドレベルにおけるその最大が第３の閾値
未満である場合、タップは拒絶される。このテストは、特異性を強調する（誤警報レート
を低下させる）ために加えられる。センサが机（又は、他の固い体、例えばその充電ユニ
ット）の上に横たわるとき、偶発的な衝突が、（ダブル）タップイベントを引き起こす場
合があることが分かった。斯かる偶発的な衝突は、わずかにセンサを持ち上げ、それを机
上に落下させることにより（これは多分、その充電ユニットからセンサを取り出そうとし
て、それを戻そうとするときに起こる）、起こることができる。それらの状態において、
対応するバックグラウンドレベルは、かなり低く、センサが手において静かに保持される
又は静かな人間の体に対して取り付けられる状態より少ない。トレードオフは、センサが
机（又は、他の固い体）に横たわるとき、センサをタップすることに関する感度の損失で
ある。これが許容可能なトレードオフであるかどうかは、使用シナリオに依存する。
【００４９】
　最終的なタップ選択ステップＳ１０４において、発見されたタップが、グループにおい
て現れるかどうかがテストされる。第１の実施形態において、タップのペアだけが、受け
入れられ、検出イベントをもたらす。他の全てのグループサイズは拒絶される。ダブルタ
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ップイベントにおける２つのタップの間の持続時間として、「タップ期間」は規定される
。１６ユーザの非公式テストにおいて、ダブルタップからのピークの間の典型的な距離は
、５０Ｈｚのサンプリングレートにおいて、９～１７サンプル、即ち０．１８～０．３４
ｓであることが示された。従って、例として、タップ期間として、０．３ｓが用いられる
ことができる。オプションで、この値は、設定可能な又は適応可能なものとされることが
できる。
【００５０】
　タップは、それが以前のタップから特定の持続時間内にある場合、グループに属すると
考えられる。例として、上記タップ期間の１．３倍の持続時間が用いられることができる
。タップが以前のタップを備えるグループを形成するかどうかをテストする前に、近傍拒
絶と呼ばれる別のテストが実行される。このテストにおいて、２つのタップが互いにあま
りに近いように見える場合、１つは拒絶される。このテストは更に特異性を改善する。な
ぜなら、人はそんなに速くタップすることはないからである。例として、上記タップ期間
の０．３倍の持続時間が境界持続時間として用いられることができる。２つのタップがあ
まりに近いと考えられる場合、最も小さな大きさのタップが拒絶されることができる。こ
の規則の精練は、次のタップとの距離を同様に考えることである。近傍拒絶は、タップ検
出フェーズにおける「連続的な」範囲において許される降下持続時間に関する。しかしな
がら、それらは、単一のテストにおいて結合されることができない。
【００５１】
　２つのタップのタップグループが発見される場合、タップは検出される。例示的な実施
形態において、単一のタップ及び２つ以上のタップのグループが、捨てられ、タップ検出
を示さない（do not fire）。もちろん、異なるジェスチャ（タップグループ又は他のタ
イプのジェスチャ）を検出する複数のジェスチャ検出ユニット４０を持つ実施形態が、同
様に提供されることができる。実現において、それらは、計算リソース及びバッテリー電
力消費に関する最適な負荷のため一体化されることができる。
【００５２】
　以下の第２の実施形態において、図１の体センサのジェスチャ検出ユニット４０は、タ
ーン検出機能を具備する。ターンジェスチャは、センサを手に保持する、短い期間手を静
かに保持する、手を反対の方向に（１８０度）迅速に完全にターンする、オプションで非
常に短い時間静止する、迅速にターンバックする、及び再度短い時間静かに保持する、と
して規定される。センサは、手における任意の方向とすることができる。手は、水平平面
において（又はこれに近い）仮想軸の周りでターンされる。通常は、ターンは、手首をタ
ーンすることにより又は腕をターンすることによりなされる（その結果、センサが逆さま
に動き、再び戻る）。完全なターンは、センサの１８０度回転を提案する。しかしながら
、物理的に、起こるのは９０度回転である。
【００５３】
　図３は、第２の実施形態によるターン検出手順の概略的なフロー図を示す。ステップＳ
２０１において、３Ｄ加速度計信号が、フレーム毎に解析される。原型において、１．８
ｓのフレームサイズが用いられる。次のフレームにシフトするサンプルの数は、ターン、
部分的なターン又はターンがないことが、現在のフレームにおいて検出されるかどうかに
依存する。部分的なターンは、次のフレームにおいて完了することができる。ターンの欠
如は、第１の保持期間を実際に含むことができる。従って、次のフレームへのシフトのと
き、可能性のあるターンからの少なくともサンプル数は、その次のフレームにおいて留ま
るべきである。
【００５４】
　すると、ステップＳ２０２において、手順は、参照ベクトルを決定する。これは、例え
ば、それがその通常の位置（例えば「正しい上下位置」）にあるとき、センサの方向に対
応する、固定された、所定のベクトルとすることができる。別の例として、これはフレー
ムに含まれる主要な加速度ベクトルとすることもできる。これは、続いて、ユニットサイ
ズへと正規化される。主要な加速度ベクトルは、他のすべてが最も近いベクトル（加速度
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サンプル）である。言い換えると、主要な加速度ベクトルは、加速度サンプルの分布にお
けるモードである。斯かるモードは、例えばJ. Astola及びP. Kuosmanenによる「Fundame
ntals of nonlinear digital filtering」、CRC Press、1997に記載されるガンマ・フィ
ルタを介して推定されることができる。ここで、

となる。フレームにおける各サンプルｋに対して、フィルタは、現在のサンプルに対する
他の全てのサンプルｊの距離の積を計算し、

となる。
【００５５】
　この積が最小であるサンプルｋが、主要な加速度ベクトルとして選択される。従来のＬ
２ノルムの代わりに、Ｌ１ノルムが、距離｜ａｃｃ［ｊ］－ａｃｃ［ｋ］｜を計算するた
めに第２の実施形態において用いられる。
【００５６】
　参照ベクトルを得た後、このベクトル及び他の加速度サンプルの各々の間の内積ｚが、
ステップＳ２０３において計算される。
【００５７】
　最終的に、ステップＳ２０４において、ターンジェスチャに関する決定が、所定のアッ
プ閾値ｔｈｒｅｓＵｐ及びダウン閾値ｔｈｒｅｓＤｎに基づきなされる。シーケンスｚが
以下のパターンに会う場合、ステップＳ２０４においてターンが検出される。
  少なくともupSz0サンプルに対して、ｚ＞thresUpとなる。その後、
  少なくともdnSzサンプルに対して、ｚ＜thresDnとなる。その後、
  少なくともupSz1サンプルに対して、ｚ＞thresUpとなる。これは、総持続時間であるtu
rnSzサンプルの前に起こる。
【００５８】
　原型において、我々は、以下の値（参照ベクトルは、ユニットサイズである）を用いる
。ｕｐＳｚ０＝０．３６ｓ、ｄｎＳｚ＝０．２４ｓ、ｕｐＳｚ１＝０．３６ｓ、ｔｕｒｎ
Ｓｚ＝１．８ｓ、ｔｈｒｅｓＵｐ＝８．４ｍ／ｓ２（「上方への」、即ち主要な加速度ベ
クトルの方向における６０度以上の傾斜）、ｔｈｒｅｓＤｎ＝－５．６ｍ／ｓ２（「下方
への」３０度以上の傾斜）。例として、フレームは、turnSzと同じサイズとすることがで
きる。フレームは、主要な加速度ベクトルが決定される処理ウィンドウのサイズである。
【００５９】
　実験によれば、フレームサイズがｔｕｒｎＳｚに等しい場合、総処理が最も高速のもの
である、即ち計算負荷が最も少ないものであることが分かった。
【００６０】
　上記の例示的な手順は、以下のように一般化されることができる。参照ベクトルとサン
プルのシリーズとの間の角度は、第１の所定の数の加速度サンプルに対して第１の閾値内
にあり、その後少なくとも第２の所定の数の加速度サンプルに対して第２の閾値を越え、
その後第３の所定の数の加速度サンプルに対して第３の閾値内にあり、全ては第４の所定
の数の加速度サンプル内にある。ここで、「閾値」は、範囲として理解される。例えば、
第１のシリーズにおける角度は、ゼロ度に近い、即ち例えば±５度の範囲／閾値にある。
第２のシリーズにおいて、例えば、角度は、例えば９０度を越える、即ち９０～１８０度
の範囲にある。第３のシリーズにおいて、角度は、例えば、再び－５～５度の範囲にある
。
【００６１】
　ターンとは異なる２つのジェスチャは、ターン検出、即ちＦＡを引き起こすことが知ら
れる。それらは、例えば手においてセンサを倒し、センサを振るときの、センサの完全な
回転である。従って、この手順はオプションで、これらのＦＡを防止するための追加的な
テストで拡張される。



(13) JP 6071069 B2 2017.2.1

10

20

30

40

50

【００６２】
　完全な回転を抑制するため、更に、主要な加速度ベクトルに垂直な平面を通るその２つ
の交差（まず下方へ、次に上方へ）において、加速度ベクトルが同じハーフ空間にあるこ
とが必要とされる。これは、前後のターンには当てはまるが、完全な回転には当てはまら
ない。テストは、ｚの符号が変化する瞬間での２つの加速度ベクトルの内積を計算するこ
とにより実現される。それは、ターンに関しては正である（同じハーフ空間）。一方、完
全な回転に関しては負である（反対のハーフ空間）。テストは、「穏やかなターン」の場
合にのみ実行される。ここで、検出された加速度のＬ２ノルムである｜ａｃｃ｜は、１ｇ
に近く、自由落下軌跡（弱い加速度ベクトルをもたらし、及び従って、予測不可能な符号
をもたらす）に沿ってセンサをターンすることによって影響を受けない。また、フィアス
フルな（fiercefull）回転（重力が原因の加速度が、遠心加速度により溢れさせられ、及
び従って、ターン及び回転の両方に対して同一の符号が強制されることをもたらす）によ
っても影響を受けない。腕をターンすることを介してセンサをターンするとき、自由落下
軌跡は起こることができる。例として、４つの＜｜ａｃｃ｜＜１９が、穏やかなターンに
必要とされることができる。
【００６３】
　検出時間限界において、自由落下軌跡に沿って完全にセンサを回転させる自然運動を作
り出すことは、困難であり、及び従って、ありそうになない。高速な完全回転は、フィア
スフルに実行することが可能であるが、意図的にのみ起こるように見える。単なるターン
のように。検出時間限界要件ｔｕｒｎＳｚは、受け入れられるジェスチャの範囲に関する
限界を課すが、実質的にＦＡがないような検出器及び検出手順を設計し、受け入れられる
であろうジェスチャ運動を定める（制約する）ための上述の手法に沿っている。
【００６４】
　オリジナルの３Ｄ加速度信号に低域フィルタ（ＬＰＦ）を適用することにより、信号ｚ
はより「穏やかに」なる。実際、こうして、フィアスフルな回転が検出（及び抑制）され
ることができる。しかしながら、ｚの下向きの値は、ＬＰＦによっても取り払われる。ｚ
＜ｔｈｒｅｓＤｎは、もはや起こらない。これにより、検出レートが減らされる。混合ソ
リューションは、フィルタリングされていない加速度信号を用いてターンを検出する。一
方、フィルタリングされたバージョンは、回転を特定するために用いられる。ＬＰＦは計
算負荷を増加させるので、ＬＰＦは本実施形態においては適用されない。ダウンフェーズ
の間、ｚ＜ｔｈｒｅｓＤｎが、ｄｎＳｚサンプルに対して連続的に成立しなければならな
いことを要求することで、振動が抑制される。より強い基準は、上方スパンｚ＞ｔｈｒｅ
ｓＵｐも連続して成立することを要求することである。別の手法は、（同時の）振動を検
出することである。これは、検出されたターンがＦＡであることを意味する。第２の実施
形態においては、連続したダウンフェーズだけが適用されることができる。
【００６５】
　実験によれば、何人かのユーザが、ターンフォワードした直後にターンバック運動を始
める、即ち所定の休止がスキップされることが判明した。ｄｎＳｚを０．１２ｓに設定す
ると、この手順をそれらのジェスチャに対して敏感にする。しかしながら、いくつかの振
動がターンとして検出されることももたらす。上記の測定は、特異性におけるこの減少に
対処することができる。既に述べたように、ｄｎＳｚ＝０．２４ｓが用いられることがで
きる。
【００６６】
　主要な加速度の決定を省略し、所定の方向にセンサが保持されるべきことを要求するこ
とにより、計算負荷は減らされることができる。これは、ＦＡレートも減らす。なぜなら
、他の全ての方向は、検出に関して排除されるからである。
【００６７】
　以下の第３の実施形態において、図１の体センサのジェスチャ検出ユニット４０は、振
動検出機能を具備する。振動の典型的な特性は、交互する極端な加速度のシーケンスであ
る。振動検出手順は、簡単であるが、堅牢な手順である。
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【００６８】
　図４は、第３の実施形態による振動検出手順の概略的なフロー図を示す。ステップＳ３
０１において、手順は、加速度信号の３つの要素の各々を別々に観測する。すると、ステ
ップＳ３０２において、加速度要素は、所定の正及び負の閾値と比較される。最終的な振
動決定ステップＳ３０３において、少なくとも１つの加速度要素に対して、加速度が、正
の閾値及び負の閾値を、交互する順序で、最大持続時間内に、最小回数横断する場合に、
振動が検出される。センサを振動させるとき、斯かるパターンが、センサが振動される方
向に基づき、１つ又は２つの要素において現れることが分かった。
【００６９】
　例として、閾値は、±１６ｍ／ｓ２にセットされることができ、必要とされる横断の最
小数は、６にセットされることができ、最大持続時間は、０．９ｓにセットされることが
できる。横断の数を計数する際、まず、２つの閾値の間にある信号が監視される。次に、
横断される閾値が、以前の横断とは異なる場合に、閾値のすべての横断がカウントを与え
る。
【００７０】
　原理上、第３の実施形態の振動検出手順は、正の数のみにおけるその加速度出力を発行
するよう構成されることができる。その結果、項ｍ／ｓ２のゼロ値は、出力範囲の中央の
どこかの数に対応する。従って、「正」及び「負」の閾値は、数が、ｍ／ｓ２における物
理的な加速度に対応するよう、センサ出力が較正される又は較正されたときの値を参照す
ることができる。
【００７１】
　本発明は、特に無線呼吸及びパルスセンサに関連付けられる患者の監視において用いら
れることができる。本発明は、他の分野においても同様に、特にペンダント又は手首のＰ
ＨＢを着用するＰＥＲＳ加入者の文脈において適用されることができる。ＰＨＢを押圧す
ることは、コールセンタが注目することを保証する。ＰＨＢでのノブを見つけ出すことは
、特に虚弱な年輩者といったヘルプを必要とする加入者にとって、わずらわしいものであ
ることが知られている。ジェスチャ制御は、ボタンを押すことの必要性を置換することが
できる。しかしながら、高い誤警報率は、許されず、上述されたような敏感な検出機構が
、必要とされる。（落下検出機能を持つ）新しい世代のＰＨＢは、加速度計及び処理能力
を提供する。
【００７２】
　更に、ユーザにより着用されるセンサ（加速度計）を介して、エネルギー消費が推定さ
れることができる。この推定は、消費されたカロリーにマッピングされる何らかの「加速
度カウント」を用いる。異なる活動タイプに対してマッピングは異なるので、平均又は最
もありそうなマッピングが用いられる。改善として、ユーザは、ジェスチャ制御を介して
マッピングを制御することができる。例えば、バイクに乗り（bike）始めるとき、ダブル
タップは、マッピングを対応するようにセットする。センサは、ポケットにとどまること
ができ、簡単な制御を提供する。この場合も、ユーザ命令を他の運動と区別する高い感度
が、必要とされる。
【００７３】
　図面、開示及び添付された請求項の研究から、開示された実施形態に対する他の変形が
、請求項に記載の本発明を実施する当業者により理解され、実行されることができる。特
に、第１から第３の実施形態の上記のジェスチャ検出手順の少なくとも２つは、異なるジ
ェスチャにより起動される様々な制御機能を提供するため、単一の実施形態において結合
されることができる。
【００７４】
　要約すると、本発明は、加速度計を再利用する、又は、より正確には、体センサのユー
ザ制御のため、体センサの検出された加速度を再利用する。これは、患者の他の運動に無
関係である加速度信号における所定のパターンを検出することにより実現される。これら
は、センサ上での／センサと一体のタップ、振動及びセンサのターンを含む。呼吸、心拍
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、歩行、衝突、デバイスの落下といった非ジェスチャ運動による多くの偽陽性をもたらす
ことなく、信頼性の高いジェスチャ検出のため、加速度検出を再利用することが可能な新
しい手順が記載された。
【００７５】
　請求項において、単語「有する」は他の要素又はステップを除外するものではなく、不
定冠詞「ａ」又は「ａｎ」は複数性を除外するものではない。
【００７６】
　単一のユニット又はデバイスが、請求項において列挙される複数のアイテムの機能を満
たすことができる。特定の手段が相互に異なる従属項に記載されるという単なる事実は、
これらの手段の組み合わせが有利に使用されることができないことを意味するものではな
い。
【００７７】
　図２の上記ステップＳ１０１からＳ１０４、図３のＳ２０１からＳ２０４、図４のＳ３
０１からＳ３０３は、単一のユニットにより、又は他の任意数の異なるユニットにより実
行されることができる。これらのユニットは、必ずしもセンサデバイスに収納又は取り付
けられる必要がない。図１のジェスチャ検出ユニット４０の計算、処理及び／又は制御は
、コンピュータプログラムのプログラムコード手段として及び／又は専用のハードウェア
として実現されることができる。
【００７８】
　コンピュータプログラムは、他のハードウェアと共に又はその一部として供給される光
学的記憶媒体又は固体媒体といった適切な媒体に格納／配布されることができるが、イン
ターネット又は他の有線若しくは無線通信システムを介してといった他の形式で配布され
ることもできる。
【００７９】
　請求項における任意の参照符号は、発明の範囲を限定するものとして解釈されるべきで
はない。
【００８０】
　本発明は、加速度計を再利用する、又は、より正確には、体センサのユーザ制御のため
、体センサの検出された加速度を再利用する。これは、患者の他の運動に無関係である加
速度信号における所定のパターンを検出することにより実現される。これらは、センサ上
での／センサと一体のタップ、振動及びセンサのターンを含む。呼吸、心拍、歩行等の非
ジェスチャ運動による多くの偽陽性をもたらすことなく、信頼性の高いジェスチャ検出の
ため、加速度検出を再利用することが可能な新しい手順が記載された。
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